
小田原市上水道配管工事規程の廃止について 

 

１ 条例及び規則の廃止の背景 

小田原市上水道配管工事規程（昭和３８年制定）では、水道管工事を施工する際に必要

となる配管技能を有する者として「小田原市上水道配管工」を独自に認定していますが、

制度が変わり当該規程により資格者の認定を行う必要がなくなりました。 

そのため、小田原市上水道配管工事規程を廃止するものです。 

 

２ 内容 

小田原市上水道配管工事規程を廃止します。 

 

３ 施行期日 

令和２年(2020 年)４月１日 


